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令
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す
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際
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権
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一
は
じ
め
に

二
原
判
決
の
概
要

(
-
）
自
由
権
規
約
一
八
条
と
日
本
国
憲
法
一
九
条

・
二
0
条
と
の
関
係

（
二
）
職
務
命
令
の
合
憲
性
判
断

（三）

補
足
的
な
職
務
命
令
の
自
由
権
規
約
一
八
条
適
合
判
断

三
本
件
へ
の
自
由
権
規
約
一
八
条
の
あ
て
は
め

(
-
）
自
由
権
規
約

一
八
条
の
条
文
構
造

（
二
）
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
の
解
釈
と
原
判
決
の
問
題
点

l
．
原
判
決
の
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由
権
規
約
一
八
条
二
項
解
釈
と
憲
法
一
九
条
及
び
二
0
条
解
釈

2
．
自
由
権
規
約

一
八
条
二
項
の
解
釈

3
．
原
判
決
の
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
解
釈
の
問
題
点
と
同
条
に
基
づ
く
人
権
保
障
の
程
度

（
三
）
自
由
権
規
約
一
八
条
三
項
の
解
釈
と
原
判
決
の
問
題
点
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四

原
判
決
の
憲
法
一
九
条
及
び
二

0
条
解
釈
と
自
由
権
規
約
一
八
条
三
項
解
釈

2

自
由
権
規
約

一
八
条
三
項
の
解
釈

3

原
判
決
の
自
由
権
規
約
一
八
条
―
―
―
項
解
釈
の
問
題
点
と
同
条
に
基
づ
く
人
権
保
障
の
程
度

結
び
に

ー
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本
稿
の
三
は
、
「
東
京
都
立
高
校
再
扉
用
拒
否
事
件
」
の
第
三
次
訴
訟
（
以
下
、

「本
件
」
）
の
審
理
が
行
わ
れ
た
東
京
高
等
裁
判
所
に
甲

五
五
号
証
と
し
て
控
訴
人
側
の
意
見
書
と
し
て
提
出
し
た
も
の
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
は
、
学
校
行
事
で
の
国
歌
斉
唱
の
際
に

強
制
さ
れ
る
起
立
・
斉
唱
を
め
ぐ
っ
て
、
教
職
員
が
提
訴
し
た

一
連
の
「
国
旗
・
国
歌
起
立
斉
唱
命
令
事
件
」
の

―
つ
で
あ
る
。

本
件
の
控
訴
人
（
原
告
）
3
名
は
、

い
ず
れ
も
東
京
都
立
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
際
に
、
定
年
退
職
に
先
立
ち
申
し
込
ん
だ
非
常
勤
教

員
の
採
用
候
補
者
選
考
に
お
い
て
、
東
京
都
教
育
委
員
会
か
ら
、
控
訴
人
ら
が
卒
業
式
に
お
け
る
国
歌
斉
唱
の
際
に
国
歌
に
向
か
っ
て
起

立
し
国
歌
を
斉
唱
す
る
こ
と
を
命
じ
た
各
校
長
の
職
務
命
令
に
従
わ
な
か

っ
た
こ
と
を
理
由
に
不
合
格
と
さ
れ
た
た
め
、
当
該
職
務
命
令

と
不
合
格
の
処
置
な
ど
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
控
訴
人
ら
が
職
務
命
令
に
従
わ
な
か

っ
た
の
は
、

「
日
の
丸
」
「
君
が
代
」
が
ア
ジ

ア
諸
国
へ
の
侵
略
戦
争
の
象
徴
で
あ

っ
た
こ
と
や
多
様
な
価
値
観
を
認
め
な
い

一
律
強
制
に
は
反
対
す
る
な
ど
の
各
人
の
思
想
・
良
心
及

(2
)
 

び
信
仰
に
基
づ
く
。

本
件
は
、
職
務
命
令
の
違
法
性
を
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」

（以
下
、
「
自
由
権
規
約
」
）

一
八
条
に
照
ら
し
て

(3
)
 

控
訴
人
側
が
原
審
か
ら
主
張
し
て
き
た
国
際
人
権
訴
訟
で
も
あ
る
。
原
審
の
東
京
地
方
裁
判
所
は
判
決

（以
下
、
「
原
判
決
」
）
で
、
原
告

の
請
求
の
い
ず
れ
も
棄
却
し
た
。
そ
の
た
め
、
意
見
書
で
は
、
原
判
決
の
自
由
権
規
約
一
八
条
に
関
す
る
解
釈
等
の
問
題
点
を
明
ら
か
に

し
、
当
該
職
務
命
令
が
同

一
八
条
一
項
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

す
べ
て
の
者
は
、
思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
に
は
、
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信

は
じ
め
に

二
項
及
び
三
項
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
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山
崎
公
士
先
生
に
は
、
私
が
新
潟
県
に
赴
任
し
て
か
ら
現
在
ま
で
の
長
き
に
わ
た
り
、
親
身
な
ご
指
導
を
頂
い
た
。
ま
た
、
困
難
な
状

況
下
で
も
研
究
を
継
続
す
る
よ
う
絶
え
ず
温
か
く
励
ま
し
て
下
さ
っ
た
。
深
謝
の
意
を
表
す
る
た
め
の
寄
稿
と
し
て
、
本
稿
は
あ
ま
り
に

る
こ
と
と
し
た
い

。

び
教
導
に
よ
っ
て
そ
の
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
を
含
む
。

念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
並
び
に
、
単
独
で
又
は
他
の
者
と
共
同
し
て
及
び
公
に
又
は
私
的
に
、
礼
拝
、
儀
式
、
行
事
及

何
人
も
、
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
強
制
を
受
け
な
い
。

宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
る
制
限
で
あ
っ
て
公
共
の
安
全
、
公
の
秩
序
、
公
衆
の
健
康
若
し

く
は
道
徳
又
は
ほ
か
の
者
の
基
本
的
な
権
利
及
び
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
み
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。
既
に
こ
う
し
た
試
み
は
、

本
稿
に
お
い
て
か
か
る
意
見
書
を
掲
載
す
る
目
的
は
、
国
旗
・
国
歌
起
立
斉
唱
命
令
事
件
に
対
す
る
国
際
人
権
法
か
ら
の
検
討
の
視
点

(4
)
 

い
く
つ
か
の
先
行
研
究
よ

っ
て
は
じ
め
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
は
そ
う
し
た
試
み
が

よ
り
進
展
す
る
一
助
と
な
る
意
義
を
も
つ

。
本
稿
は
、

を
示
し
、

四
で
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
す
る
。

二
で
原
判
決
を
本
稿
に
必
要
な
範
囲
で
紹
介
し
、

三
で
意
見
書
に
記
載
し
た
概
要

(5
)
 

な
お
、
東
京
高
等
裁
判
所
は
本
件
で
、
原
判
決
を
ほ
ぼ
追
認
す
る
形
で
控
訴
を
す
べ
て
棄
却
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
控
訴
人
は
最
高

(6
)
 

裁
判
所
に
上
告
し
た
が
、
最
高
裁
の
第

一
小
法
廷
は

二
0
一
八
年
七
月
一
九
日
に
上
告
棄
却
の
決
定
を
下
し
た
。
第
一
小
法
廷
は
同
日

に
、
東
京
都
立
高
校
再
雇
用
拒
否
事
件
の
第
二
次
訴
訟
に
対
し
て
上
告
棄
却
の
判
決
を
下
し
、
原
審
の
東
京
高
等
裁
判
所
が
行
っ
た
不
合

格
の
処
置
が
違
法
と
の
判
断
を
覆
し
た
。
本
件
と
こ
れ
ら
の
事
件
と
の
関
係
性
や
国
際
人
権
法
か
ら
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
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も
の

原
判
決
の
概
要

原
判
決
は
、
職
務
命
令
が
自
由
権
規
約
一
八
条
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
に
先
立
ち
、
同
条
が
、
「
わ
が
国
内
に
お
け
る
直

接
適
用
が
可
能
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
国
憲
法
一
九
条
・

ニ
0
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、

憲
法
違
反
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
場
合
自
由
権
規
約
18
条
違
反
の
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

「我
が
国
の
法
制
上
、
条
約
の
国
内
法
的
効
力
は
憲
法
に
劣
後
す
る
が
、
憲
法
の
解
釈
上
、
例
え
ば
、
我
が
国
が
憲
法
の
定
め
る
人
権

保
障
よ
り
も
高
度
な
人
権
保
障
を
定
め
た
条
約
を
締
結
し
、
条
約
の
規
定
の
直
接
適
用
の
方
法
で
国
内
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
憲
法

し
か
し
、
両
者
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
趣
旨
及
び
人
権
と
し
て

有
す
る
原
理
は
同
じ
で
あ
り
、
憲
法
19
条
及
び
憲
法
20
条
の
定
め
る
人
権
保
障
の
内
容
及
び
程
度
は
普
遍
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
定
め
る
人
権
保
障
の
程
度
が
自
由
権
規
約
18
条
に
定
め
る
人
権
保
障
の
程
度
よ
り
も
低
い
レ
ベ
ル
に
あ
る

（
逆
に
い
え
ば
、
自
由
権
規
約
18
条
が
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
高
度
の
人
権
保
障
を
定
め
た
も
の
）
と
あ
え
て

解
す
べ
き
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
…
憲
法
19
条
及
び
憲
法
20
条
違
反
で
な
い
と
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
由
権
規

約
18
条
違
反
の
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
」
（下
線
は
箪
者
の
挿
入
、
以
下
同
じ
。）

に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(
-
）
自
由
権
規
約
＿
八
条
と
日
本
国
憲
法
一
九
条
・
ニ

0
条
と
の
関
係

①

も

さ

さ

や

か

で

あ

る

が

、
お
許
し
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

2
 

6
 

（
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原
判
決
は
、
職
務
命
令
が
憲
法
一
九
条
及
び
憲
法
二
0
条
に
違
反
し
な
い
と
判
断
す
る
に
際
し
て
、

令
事
件
に
お
け
る
最
高
裁
の
判
断
を
概
ね
踏
襲
し
、
次
に
紹
介
す
る
通
り
、

「
不
可
分
的
行
為
」
の
理
論
を
踏
ま
え
た
考
え
方
と
、
間
接
的

(9
)
 

制
約
の
概
念
を
用
い
て
判
断
し
た
と
評
価
で
き
る
。
「不
可
分
的
行
為
」
の
理
論
を
踏
ま
え
た
考
え
方
と
は
、
信
条
と
一
般
的
に
不
可
分
に

結
び
つ
か
な
い
と
評
価
で
き
る
行
為
の
強
制
に
よ
る
制
約
を
容
認
す
る
こ
と
を
指
す
。

[
職
務
命
令
と
憲
法

一
九
条
]

ま
ず
、
国
歌
の
起
立
斉
唱
行
為
が
、

「一

般
的
、
客
観
的
に
見
て
、
：
．
慣
例
上
の
儀
礼
的
な
所
作
と
し
て
の
性
質
」
を
有
し
、
そ
の
よ
う

（二
）
職
務
命
令
の
合
憲
性
判
断

L

と
に
な
っ
た
。

び
二

0
条
の
援
用
は
裁
判
所
の
職
権
で
行
わ
れ
て
い
る
。

一
連
の
国
旗
・
国
歌
起
立
斉
唱
命

原
判
決
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
結
局
、
職
務
命
令
が
日
本
国
憲
法

一
九
条
及
び
二
0
条
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
詳
細
に
行

っ
た
後
に
違
反
は
な
い
と
の
結
論
を
得
て
、
こ
の
結
論
を
も

っ
て
職
務
命
令
は
自
由
権
規
約
一
八
条
に
も
違
反
し
な
い
と
の
判
断
を
下
し

た
。
も
っ
と
も
、
原
告
は
職
務
命
令
の
違
法
性
を
自
由
権
規
約
一

八
条
に
基
づ
い
て
の
み
主
張
し
て
い
る
た
め
、

な
お
、
原
判
決
の
こ
の
判
断
枠
組
み
（
特
に
下
線
部
）
に
従
え
ば
、
「
自
由
権
規
約

一
八
条
が
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
高

度
の
人
権
保
障
を
定
め
た
も
の
」
と
解
す
べ
き
根
拠
が
あ
る
場
合
は
、

「憲
法
一
九
条
及
び
憲
法
二

0
条
違
反
で
な
い
と
解
さ
れ
る
場
合
に

は
、
自
由
権
規
約
一
八
条
違
反
の
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
結
論
に
は
至
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

日
本
国
憲
法
一

九
条
及

つ
ま
り
、
本
件
で
は
、
職
務
命

令
は
憲
法
違
反
で
は
な
い
が
、
自
由
権
規
約
違
反
で
あ
る
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
意
見
書
で
は
、
「
自
由
権
規

約
一
八
条
が
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
高
度
の
人
権
保
障
を
定
め
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
の
立
証
に
特
に
主
眼
が
置
か
れ
る
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と
」
の
理
由
は
、
上
記
の
憲
法
一
九
条
に
関
す
る
判
断
と
同
様
で
あ
る
。

に

「外
部
か
ら
も
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
」
「
原
告
ら
の
有
す
る
歴
史
観
な
い
し
世
界
観
を
否
定
す
る
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ

く
も
の
で
は
な
い
」
。
起
立
斉
唱
行
為
は
、
「
特
定
の
思
想
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
思
想
の
表
明
と
し
て
外
部
か
ら
認
識
さ
れ
る
も
の
と
評

価
す
る
こ
と
は
困
難
」
で
、
そ
れ
は
「
職
務
上
の
命
令
に
従

っ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
」
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
職
務
命
令
は
特
定
思
想
を
持
つ
こ
と
を
強
制
し
た
り
、
特
定
思
想
の
有
無
の
告
白
を
強
要
す
る
な
ど
の
も
の
で
な
い
か
ら
、

「
個
人
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
を
直
ち
に
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」

但
し
、
起
立
斉
唱
行
為
は
、
「

一
般
的
、
客
観
的
に
見
て
も
、
国
旗
及
び
国
家
に
対
す
る
敬
意
の
表
明
の
要
素」

を
含
む
の
で
、
原
告
ら

の
歴
史
観
や
世
界
観
に
由
来
す
る
行
動
と
異
な
る

「外
部
的
行
動
（
敬
意
の
表
明
の
要
素
を
含
む
行
為
）
」
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
限
り

で
、
職
務
命
令
が
、

「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
に
つ
い
て
の
間
接
的
な
制
約
」
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
間
接
的
な
制
約
が
許

容
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
「
職
務
命
令
の
目
的
及
び
内
容
」
と
「
制
約
の
態
様
等
を
総
合
的
に
較
量
」
し
、
職
務
命
令
に
間
接
的
な
制
約
を

「
許
容
し
得
る
程
度
の
必
要
性
及
び
合
理
性
」
が
あ
る
場
合
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
そ
の
よ
う
な
判
断
に
至

で
後
述
す
る
。

[
職
務
命
令
と
憲
法
二
0
条
]

職
務
命
令
が
求
め
る
行
為
は
、
「
一
般
的
、
客
観
的
に
見
て
、
」
「
儀
礼
的
行
事
に
お
け
る
儀
礼
的
所
作
に
当
た
る
行
為
」
で
あ
り
、

「
そ

れ
を
超
え
て
宗
教
的
意
味
合
い
を
も
つ
行
為
」
と
は
言
え
な
い
の
で
、
「
そ
の
性
質
上
、
個
人
の
信
教
の
自
由
を
直
ち
に
制
約
す
る
も
の
と

は
言
え
な
い
」
。
ま
た
、
職
務
命
令
が
求
め
る
行
為
は
、
「
信
仰
に
由
来
す
る
行
動
（
敬
意
の
表
明
の
拒
否
）
と
異
な
る
外
部
的
行
動
を
も

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
」
り
、
「
間
接
的
な
制
約
」
と
な
る
が
、
「
そ
の
制
約
を
許
容
し
得
る
程
度
の
必
要
性
及
び
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
こ

っ
た
要
素
は、
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(
-
）
自
由
権
規
約
一
八
条
の
条
文
構
造

本
件
へ
の
自
由
権
規
約
一
八
条
の
あ
て
は
め

(10
)
 

原
判
決
は
、
職
務
命
令
の
合
憲
性
を
上
記
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
ち
、

「な
お
補
足
す
る
に
、
」
と
述
べ
て
、
若
干
の
自
由
権
規
約
18
条

に
関
す
る
実
体
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
長
く
は
な
い
の
で
、
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

「
職
務
命
令
は
、

．．．
 
儀
式
的
行
事
に
お
け
る
儀
礼
的
所
作
を
命
じ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
特
定
の
思
想
を
持
つ
こ
と
を
強
制
し
た
り
、
こ

れ
に
反
対
す
る
思
想
を
持
つ
こ
と
を
禁
止
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
思
想
の
有
無
に
つ
い
て
告
白
す
る
こ
と
を
強
要
す

る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
自
由
権
規
約

一
八
条
二
項
の

『自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
を
侵
害
す

な
い
。
仮
に
、
本
件
職
務
命
令
が
思
想
良
心
の
自
由
及
び
信
教
の
自
由
に
対
す
る
間
接
的
な
制
約
と
な
る
と
い
う
側
面
を
有
す
る
こ

と
を
も
っ
て

『宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
』
の
制
限
に
該
当
す
る
と
解
し
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、

一
八
条

一
項
は

：
•
本
件
職
務
命
令
は
、
同

項
の
法
律
で
定
め
る
制
限
で
あ

っ
て
公
の
秩
序
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

本
件
へ
の
自
由
権
規
約
一
八
条
の
適
用
を
検
討
す
る
前
提
作
業
と
し
て
、
同
条
の
条
文
構
造
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
権
利
」
を
保
障
す
る
条
文
で
、
人
の
内
心
領
域
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同

る
お
そ
れ
あ
る
強
制
』
を
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
し
、
同
条
三
項
の

『宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
』
の
制
限
に
も
該
当
し

（三
）
補
足
的
な
職
務
命
令
の
自
由
権
規
約
一
八
条
適
合
判
断
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一
切
の
制
約
を
受
け
な
い
と
い
う
意
味
で
絶
対
的
な
権
利
で
あ
る
こ

め
る
方
式
で
あ
れ
ば
制
約
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方

一
八
条
三
項
が
定

規
約
の
履
行
監
視
機
関
で
あ
る
自
由
権
規
約
委
員
会

(H
u
m
a
n
Rights C
o
m
m
i
t
t
e
e
、
以
下
、
文
脈
上
明
ら
か
な
場
合
は
単
に

「委
員
会
」

と
す
る
）
の

一
般
的
意
見
二
二
が
こ
の
権
利
を
「
広
大
で
深
遠
な
権
利
」
で
あ
る
と
し
、
「
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
思
想
、
個
人
的
確

(12
)
 

信
及
び
宗
教
又
は
信
念
へ
の
関
与
の
自
由
を
包
含
す
る
」
と
位
置
づ
け
る
点
に
は
疑
義
を
差
し
挟
む
余
地
が
な
い
。
つ
ま
り
、
控
訴
人
ら

の
職
務
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
原
因
と
な
る
世
界
観

・
歴
史
観
・
教
育
観
等
は
一
八
条

一
項
の
保
障
の
射
程
に
含
ま
れ
る
。

一
八
条
一
項
は
後
段
で
、

「
思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
権
利
」
に
は
、
「
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受

け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
」
と
「
そ
の
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
」
が
含
ま
れ
る
と
定
め
る
。
条
文
上
、
前
者
の
自
由
が
一
八
条

二
項
で
規
定
さ
れ
、
こ
の
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
強
制
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
自
由
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
準
備
作
業
で
な
さ
れ
た
次
の
合
意
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
本
条
の
討
論
の
間
、
思
想
、
良
心
お
よ
び
宗
教
の
自
由
は
、
し
ば
し
ば

『絶
対
的
』
、
『神
聖
な
』
お
よ
び

『不
可
侵
の
』
と
し
て
性

格
づ
け
ら
れ
た
。
従

っ
て
、
本
条
第

二
坦
二
の
第
二
凸

は
、
明
白
か
つ
単
純
な
文
言
で
、
し
か
も
、
無
条
件
で
、

『
す
べ

て
の
者
は
、

思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
』
と
宣
言
し
た
。
人
の
内
的
思
想
や
道
徳
的
良
心
ま
た
は
宇
宙
や
そ
の

創
造
主
に
対
す
る
人
の
態
度
に
対
し
て
は
法
的
性
格
を
も
つ
い
か
な
る
制
約
も
課
し
え
ず
、
宗
教
や
信
念
の
外
的
表
現
の
み
が
正
当

(13
)
 

な
制
約
に
服
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
一
般
的
な
合
意
が
あ

っ
た
。
」

つ
ま
り
、
思
想
、

良
心
及
び
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
権
利
は
、

と
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
が
、
起
草
者
の
意
思
で
あ
り
、
こ
の
意
思
が
条
文
構
造
に
も
表
れ
て
い
る
。
即
ち
、

二
項
で
定
め
ら
れ
た
「
自
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2

自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
の
解
釈

そ
し
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

(16
)
 

二

(
2
)
で
み
た
憲
法
一
九
条
に
基
づ
く
判
断
と
同
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
儀
礼
的
所
作
」
の
性

質
し
か
有
さ
な
い
命
令
が
、

「思
想
及
び
良
心
の
自
由
」
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
か
か
る
命
令
に
よ
っ
て
そ
う

し
た
侵
害
の
発
生
が
「
不
可
分
に
」
生
じ
る
場
合
の
み
で
あ
る
と
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
た
。

起
こ
り
得
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

（
二
）
自
由
権
規
約
＿
八
条
二
項
の
解
釈
と
原
判
決
の
問
題
点

ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
」
へ
の
強
制
の
禁
止
と
は
、

価
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
故
、
こ
の
自
由
に
対
す
る
絶
対
的
な
禁
止
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
由
権
規
約
委
員
会
も
一
般
的
意
見
ニ―

ー
で
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
お
り
、

「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
、
又
は
自
己
の
選
択
に
よ
る

宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
に
対
し
て
い
か
な
る
制
約
も
許
容
し
な
い
。
か
か
る
自
由
は
、

．．． 

無
条
件
で
保
護
さ

(15
)
 

れ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

原
判
決
の
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
解
釈
と
憲
法
一
九
条
及
び
二

0
条
解
釈

一
項
の
第
一
文
を
重
ね
て
規
定
し
た
も
の
と
評

原
判
決
は
、
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
が
保
障
す
る
「
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
」
に
対
す
る
制

約
が
本
件
で
は
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
の
前
提
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
、

二

(
3
)
で
引
用
し
た
同
条
項
に
関
す
る
記
述
か
ら
分
か

る
。
つ
ま
り
、
本
件
職
務
命
令
に
基
づ
く
起
立
斉
唱
行
為
の
性
質
が
「
儀
礼
的
所
作
」
を
命
じ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
そ

う
し
た
性
質
し
か
有
し
な
い
本
件
職
務
命
令
が
、
「
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
を
侵
害
す
る
」
こ
と
は
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）
の
強
制
の
意
味
を
幅
広
く
と
る
解
釈
の
正
当
性
は
、

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

次
に
、
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
を
解
釈
し
、
同
条
項
に
基
づ
く
人
権
保
障
の
程
度
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
ま
ず

一
般
的
意
見
二
二
の

第
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
が
禁
止
す
る
「
強
制
」
に
つ
い
て
の
解
説
を
次
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
。

「か
か
る
強
制
に
は
、
信
者
又
は
無
信
仰
者
に
そ
の
宗
教
的
信
仰
及
び
宗
派
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
自
己
の
宗
教
又
は
信
念
を
撤
回
す
る

こ
と
又
は
改
宗
す
る
こ
と
を
強
要
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
暴
力
の
行
使
又
は
刑
事
罰
の
使
用
も
し
く
は
そ
れ
に
よ
る
脅
迫
が
含
ま

れ
る
。
同

一
の
意
図
又
は
効
果
を
持
つ
政
策
又
は
慣
行
も
同
様
に
第
一
八
条
第
二
項
と
矛
盾
す
る
。
か
か
る
政
策
又
は
慣
行
と
し

て
、
教
育
又
は
医
学
的
治
療
を
受
け
る
権
利
、
雇
用
を
得
る
権
利
又
は
第
二
五
条
及
び
規
約
の
他
の
規
定
で
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利

(17
)
 

の
行
使
を
制
約
す
る
な
ど
が
あ
る
。
非
宗
教
的
な
性
格
の
あ
ら
ゆ
る
信
念
を
有
す
る
者
に
も
同
じ
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。
」

こ
こ
で
第
一
文
が
指
摘
す
る
禁
止
さ
れ
る
「
強
制
」
と
は
、
原
判
決
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
特
定
の
思
想
を
持
つ
こ
と
を
強
制
し
た
り
、

(18
)

（

19
)
 

こ
れ
に
反
対
す
る
思
想
を
持
つ
こ
と
を
禁
止
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
直
接
的
制
約
」
で
あ
る
。

そ
し
て
次
の
第
二
文
は
、
問
題
と
な
る
政
策
や
慣
行
が
、
第
一
文
が
禁
止
す
る
強
制
と

「
同
一
の
意
図
ま
た
は
効
果
」
が
あ
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
う
し
た
政
策
や
慣
行
も
禁
止
さ
れ
る
強
制
に
な
る
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
例
と
し
て
、
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
「
雇
用
を
得

る
権
利
」
な
ど
へ
の
制
約
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
制
約
は
、

「特
定
の
思
想
を
持
つ
こ
と
を
強
制
し
た
り
、
こ
れ
に
反

対
す
る
思
想
を
持
つ
こ
と
を
禁
止
」
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
特
定
の
思
想
」
や
「
こ
れ
に
反
対
す
る
思
想
」
と
は
一
見
関
係
性

の
な
い
権
利
を
制
約
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
第
一
文
が
禁
止
し
て
い
る
強
制
と
「
同
一
の
意
図
又
は
効
果
」
が
認
め
ら

一
八
条
二
項
に
違
反
す
る
措
置
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
と
の
解
釈
な
の
で
あ
る
。

一
八
条
二
項
の
文
言
解
釈
か
ら
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
同
項
が
禁
止
し
て
い
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り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る

（
特
に
下
線
部
）
。

定
を
、
当
該
措
置
の
「
意
図
ま
た
は
効
果
」
で
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
強
制

(coerc10n
w
h
i
c
h
 w
oul
d
 1m
,
 

で
あ
っ
て
、

「
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
を
侵
害
す
る
強
制

(coercion
w
h
ic
h
 i
m
p
a
1
r
)
」

一
八
条
二
項
が
後
者
の
条
文
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
項
が
禁
止
し
て
い
る
強
制
は
、
上
記
の

一
般

一
八
条
二
項
の
条
文
は
、
推
量
や
可
能
性
を
示
す
助
動
詞

w
ou
l
d
を
用
い
て

「侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
強
制

(
c
o
e
r
cio
n
w
hic
h
 w
o
u
l
d
 i
m
p
a
i
r
)
」
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は

信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
」
を
侵
害
す
る
危
険
性
が
あ
る
措
置
を
も
禁
止
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

準
備
作
業
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
動
詞
が

"d
e
p
n
v
e
"
で
な
く
、

"1m
p
a
1
r

"
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
上
記
で
示
し
た

(20
)
 

よ
う
に
強
制
の
意
味
を
幅
広
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
好
ま
し
い
用
語
の
選
択
で
あ
る
と
の
意
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。

"i
m
p
a
i
r
"

(21
)
 

の
本
来
の
意
味
が
「
価
値
を
減
じ
る
」
の
意
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
意
見
の
理
解
は
容
易
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
上
記
の
一
般
的
意
見
二
二

の
第
二
文
は
、
こ
う
し
た
条
文
解
釈
に
基
づ
い
た
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
侵
害
の
危
険
性
の
判

一
八
条
二
項
違
反
認
定
が
示
さ
れ
た
本
案
審
査
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
よ

こ
う
し
た
解
釈
は
、
個
人
通
報
の
事
例
で
あ
る

R
a
i
h
o
n
H
u
d
o
y
b
e
r
g
a
n
o
v
a
 v
.
 

U
z
b
e
k
i
s
t
a
n
 
(
C
o
m
m
u
m
c
a
t
1
0
n
 N
o
.
 

9
3
1
¥
2
0
0
0
)

事

(22
)
 

件
に
対
す
る
自
由
権
規
約
委
員
会
の
見
解
で
も
踏
襲
さ
れ
、

的
意
見
二

二
の
第
一
文
の
禁
止
の
み
と
な
る
。
し
か
し
、

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

pair)
」

る
の
は
、
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「
公
共
の
ま
た
は
私
的
な
場
所
で
宗
教
的
服
装
の
着
用
を
妨
げ
る
こ
と
は
、
個
人
が
宗
教
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
を
侵
害
す

一
般
的
意
見
二
二

の
第
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
示
さ
れ
た
通
り
、
直
接

制
約
）
も
、

の
強
制

(direct
c
o
e
r
c
i
o
n
)

と
同
一
の
意
図
ま
た
は
効
果
を
も
つ
政
策
ま
た
は
慣
行
（
そ
の
例
と
し
て
、
教
育
に
対
す
る
権
利
へ
の

(23
)
 

一
八
条
二
項
と
矛
盾
す
る
。
」

な
お
、
本
件
は
、
女
性
で
あ
る
通
報
者

(
R
a
i
h
o
n
H
u
d
o
y
b
e
r
g
a
n
o
v
a
氏
）
が
、
宗
教

（イ
ス
ラ
ム
教
）
上
の
理
由
か
ら
ヘ
ッ
ド
ス
カ

ー
フ

(
h
e
a
d
s
c
a
r
f
)

を
ま
と
い
、
こ
れ
を
着
用
し
な
い
よ
う
に
と
の
大
学
当
局
か
ら
の
指
示
を
拒
否
し
た
こ
と
が
原
因
で
、
大
学
を
退
学

(24
)
 

処
分
と
な
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
一
八
条
違
反
を
個
人
通
報
し
た
事
例
で
あ
る
。
自
由
権
規
約
委
員
会
は
本
件
に
お
い
て
、
上
記
の
と
お
り

一
八
条
二
項
違
反
を

2
点
に
お
い
て
認
定
し
た
。
即
ち

1
点
目
は
、
上
記
の
第
一
文
が
示
す
通
り
、
通
報
者
が
大
学
に
お
い
て
ヘ
ッ
ド
ス

カ
ー
フ
の
着
用
が
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
違
反
認
定
で
あ
る
。
そ
し
て

2
点
目
は
、
第
二
文
が
示
す
通
り
、
通
報
者
が
退
学
処
分
を

受
け
た
こ
と
に
対
す
る
違
反
認
定
で
あ
る
。
通
報
者
は
、
退
学
処
分
の
原
因
が
自
身
の
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
の
着
用
に
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
が
、

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
当
該
処
分
の
理
由
が
「
数
々
の
瞥
告
を
し
た
後
も
、
通
報
者
が
教
員
に
対
し
て
乱
暴
で
不
道
徳
な
態
度
を
と

(25
)
 

り
、
大
学
の
学
内
規
則
に
違
反
し
た
こ
と
」
に
あ
る
と
反
論
し
て
い
た
。
通
報
者
は
先
の
主
張
を
展
開
し
な
が
ら
も
、
こ
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス

(26
)
 

タ
ン
の
反
論
の
内
容
を
概
ね
認
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
通
報
者
の
主
張
は
退
学
処
分
が
自
身
の
信
仰
と
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
と
の
主
張
で
あ
り
、

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
主
張
は
該
処
分
は
通
報
者
の
信
仰
と
は
不
可
分
の
関
係
に
な
い
と
す
る
主
張
で
あ
る
と
理
解

で
き
る
。
自
由
権
規
約
委
員
会
は
本
案
審
査
で
こ
の
点
に

つ
い
て
の
事
実
の
確
定
を
行
わ
ず
に
、

る
お
そ
れ
の
あ
る
強
制
を
禁
止
し
た
一
八
条
二
項
に
違
反
す
る
。

一
八
条
二
項
違
反
の
認
定
を
行

っ
た
。

こ
れ
は
、
当
該
措
置

（政
策
ま
た
は
慣
行
）
が
、
通
報
者
の
「
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
」
を
侵
害

(27
)
 

す
る
強
制
と
「
同

一
の
効
果
」
が
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
判
断
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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含
む
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
。

原
判
決
の
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
解
釈
の
問
顆
点
と
同
条
に
基
づ
く
人
権
保
障
の
程
度

さ
て
、
原
判
決
は
、
起
立
斉
唱
行
為
の
職
務
命
令
は
「
慣
例
上
の
儀
礼
的
な
所
作
と
し
て
の
性
質
」
を
有
す
る
の
で
、
こ
れ
自
体
は
「
選

択
す
る
宗
教
ま
た
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
」

へ
の
制
約
に
成
り
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
前
提
に
立
っ
た
と
し
て

も
、
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
に
基
づ
く
解
釈
に
従
え
ば
、
同
条
項
違
反
の
判
断
は
免
れ
な
い
。
即
ち
、
こ
の
命
令
に
対
し
て
、
「
原
告
ら

の
有
す
る
歴
史
観
な
い
し
世
界
観
」

つ
ま
り
「
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
」
に
基
づ
い
て
従
わ
な
か

っ
た
原
告
ら
に
対
し
て
は
、
本
件
不
採
用
と
い
う
措
置
（
政
策
）
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
措
置
は
「
直
接
の
強
制
と
同
一

の
効
果
を
も
つ
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
憲
法
の
人
権
保
障
の
程
度
は
、
原
判
決
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、

「儀
礼
的
所
作
」
の
性
質
し
か
有
さ
な
い

命
令
が
、
憲
法
一
九
条
違
反
と
な
り
、
原
告
ら
の
人
権
が
保
障
・
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
か
か
る
命
令
が

「
思
想
及
び
良
心
の

自
由
」

一
八
条
―
―
項
が
禁
止
す
る
措
置
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。

へ
の
侵
害
が

「
不
可
分
に
」
生
じ
る
場
合
の
み
と
限
定
的
で
あ
る
。
自
由
権
規
約
一
八
条
二
項
の
人
権
保
障
の
程
度
は
、
こ
れ
を

（三
）
自
由
権
規
約
一
八
条
三
項
の
解
釈
と
原
判
決
の
問
題
点

原
判
決
の
憲
法
一
九
条
及
び
二
0
条
解
釈
と
自
由
権
規
約
一
八
条
三
項
解
釈

原
判
決
は
、
起
立
斉
唱
行
為
は
「
儀
礼
的
所
作
」
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
「
敬
意
の
表
明
の
要
素
」
が
あ
る
点
を

認
め
、
そ
れ
ゆ
え
に
原
告
ら
に
対
し
て
敬
意
の
表
明
の
要
素
を
含
む
外
部
的
行
為
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
よ
っ
て
、
本
件
職
務
命

令
が
原
告
ら
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
に
つ
い
て
の
「
間
接
的
な
制
約
」
に
な
る
と
し
て
い
た
。
も

っ
と
も
、
こ
う
判
断
す
る
際
に
は
、

3
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間
接
的
な
制
約
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

「本
件
職
務
命
令
の
目
的
及
び
内
容
並
び
に
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
[
間
接
的
な
]
制
約
の
態
様
等
を
総
合
的
に
較
量
し
て
ヽ

本
件
職
務
命
令
に
[
間
接
的
な
]
制
約
を
許
容
し
得
る
程
度
の
必
要
性
お
よ
び
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
判

(28
)
 

断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
(
[
]
は
筆
者
の
挿
入
）

そ
し
て
、
次
の
も
の
が
検
討
の
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
大
意
、

①
学
校
の
卒
業
式
や
入
学
式
等
の
教
育
上
の
特
に

重
要
な
節
目
と
な
る
儀
式
的
行
事
に
お
い
て
は
、
教
育
上
の
行
事
に
ふ
さ
わ
し
い
秩
序
を
確
保
し
て
式
典
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
こ
と
、
②
教
育
の
目
的
が
、
学
校
教
育
法
な
ど
か
ら
、
国
家
の
現
状
と
伝
統
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
と
国
際
協
調
の
精
神

の
涵
養
に
あ
る
こ
と
、
③
国
旗
国
歌
に
関
す
る
学
習
指
導
要
領
は
、
入
学
式
や
卒
業
式
で
の
国
旗
掲
揚
と
国
歌
斉
唱
を
指
導
す
る
趣
旨
を
、

生
徒
に
国
旗
及
び
国
家
に
関
す
る
正
し
い
認
識
を
持
た
せ
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
等
と
し
て
い
る
こ
と
、

④
従
来
の
慣

習
を
法
文
化
し
た
国
旗
及
び
国
家
に
関
す
る
法
律
の
存
在
、

⑤
原
告
ら
地
方
公
務
員
の
法
令
等
及
び
職
務
上
の
命
令
に
対
す
る
遵
守
の
必

(29) 

要
性
の

5
点
で
あ
る
。
な
お
、
原
判
決
は
、
本
件
職
務
命
令
の
趣
旨
を
「
式
典
の
場
に
お
い
て
教
員
ら
が
：
．
、
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
定

め
ら
れ
た
も
の
を
尊
重
す
る
態
度
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
ら
に
も
同
様
の
態
度
が
涵
養
さ
れ
、
学
習
指
導
要
領
の
内
容
が
実
現
さ
れ

(30
)
 

る
こ
と
を
効
果
と
し
て
期
待
し
た
」
点
に
求
め
て
い
る
。

原
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
較
量
し
た
の
か
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
間
接
的
な
制
約
の
目
的
は
、
教
育
上

の
行
事
に
ふ
さ
わ
し
い
秩
序
を
確
保
し
て
式
典
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
こ
と

（①）

と
、
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
定
め
ら
え
た
も
の
を
尊

重
す
る
態
度
を
生
徒
に
涵
養
さ
せ
、
正
し
い
認
識
を
持
た
せ
る
こ
と
（
③
及
び
本
件
職
命
令
の
趣
旨
）
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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一
九
条
三
項
（
表
見
の
自
由
の
行
使
に
対
す
る
制
約
）
、

―二
条
三
項
後
段
（
移
動
の
自
由
な
ど
に
対
す
る
制
約
）

る
。

そ
し
て
、

②
と
④
は
本
件
職
務
命
令
の
正
当
性
を
支
え
る
状
況
で
あ
り
、

⑤
は
本
件
職
務
命
令
そ
の
も
の
の
正
当
性
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
間
接
的
な
制
約
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
の
基
準
と
こ
の
基
準
に
基
づ
く
判
断
は
、
本
件
職
務
命
令
が
憲
法
一

九
条
及
び
二

0
条
に
適
合
す
る
と
の
結
論
を
導
く
際
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
原
判
決
は
、
こ
れ
を
自
由
権
規
約
一
八
条
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
の
判
断
で
も
用
い
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
間
接
的
な
制
約
と
な
る
職
務
命
令
は
、

(31
)
 

め
る
制
約
で
あ

っ
て
公
の
秩
序
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
同
条
項
に
適
合
す
る
と
の

一
八
条
三
項
の
「
法
律
で
定

自
由
権
規
約

一
八
条
三
項
に
基
づ
い
て
「
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
」
に
対
し
て
許
容
さ
れ
る
制
約
は
、
同
条
項
の
文
言
解
釈

か
ら
、

①
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

②
「
公
共
の
安
全
」
や
「
公
の
秩
序
」
な
ど
定
め
ら
れ
た
制
約
事
由
を
保
護
す
る
目
的
の
も

の
で
あ
る
こ
と
、

③
か
か
る
制
約
事
由
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
三
つ

の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

と
こ
ろ
で
、
自
由
権
規
約
に
は
、
こ
う
し
た
制
約
形
式
を
定
め
た
条
文
が
他
に
も
四
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

二―

条
第
二
文
（
平
和
的
な
集
会
の
権
利
に
対
す
る
制
約
）
、

二
二
条
二
項
（
結
社
の
自
由
に
対
す
る
制
約
）

こ
う
し
た
条
項
の
中
で
も
一
八
条
三
項
は
、
掲
げ
ら
れ
た
制
約
目
的
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由

2

自
由
権
規
約
一
八
条
＿
＿
＿
項
の
解
釈

判
断
を
示
し
て
い
る
。
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次
に
、
自
由
権
規
約
委
員
会
の
解
釈
を
検
討
し
よ
う
。

一
般
的
意
見
ニ
―
一
は
、

一
八
条
三
項
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

を
狭
め
て
い
る
こ
と
、
③
こ
こ
で
挙
げ
た
五
つ
の
制
約
事
由
を
も
つ
制
約
条
項
は
す
べ
て
、
制
約
事
由
と
し
て

「公
の
秩
序
」
を
も
つ
が
、

こ
の
用
語
の
英
語
正
文
は
一
八
条
三
項
が

6百

p
u
b
li
c
o
r
d
e
r
"
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
四
条
項
は

"
p
u
b
h
c
o
r
d
e
r
 
(o
r
d
r
e
 p
u
b
l
i
c
)
"
で

(32
)
 

あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

③
に
つ
い
て
は
、
括
弧
内
の
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
り
、
英
語
正
文
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
単
語
が
あ
え
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

(33
)
 

'̂public o
r
d
e
r
"
と

"o
r
d
r
e
p
u
b
l
i
c
9̀
と
は
意
味
が
異
な
る
と
理
解
で
き
、
こ
の
点
は
準
備
作
業
の
議
論
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

項
の
公
の
秩
序
に
基
づ
い
て
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
に
制
約
を
課
す
場
合
、
＾
豆
o
r
d
r
e
p
u
b
l
i
c
"

が
有
す
る
意
味
で
制
約
し
て
は

(34
)
 

な
ら
ず
、
"
p
u
b
l
i
c
o
r
d
e
r
"
の
意
味
で
の
み
制
約
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
に
制
約
を
課
し
、
そ
れ
が

一
八
条
三
項
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
少
な
く
と
も
緩
や
か
な
基
準
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、

ど
う
か
の
判
断
基
準
は
、
上
記
で
挙
げ
た
四
つ
の
各
条
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
の
基
準
よ
り
厳
し
い
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
言
解
釈
の
帰
結
と
し
て
厳
格
な
基
準
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
課
さ
れ
る
制
約
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
八
条
が
保
護
す
る
権
利
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
方
法
で
適
用
さ
れ
て

一
八
条
三
項
に
適
合
す
る
か

な
り
、

及
び
自
由
」
を
定
め
る
条
項
は

に
対
す
る
制
約
可
能
な
範
囲
が
他
の
条
項
と
比
べ
て
狭
め
ら
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
一
八
条
三
項
は
他
の
四

つ
の
す
べ
て
の
制
約
条
項
が
制
約
目
的
と
し
て
掲
げ
る
「
国
の
安
全
」
を
掲
げ
て
い
な
い
こ
と
、
②
制
約
目
的
と
し
て
「
他
の
者
の
権
利

一
八
条
三
項
の
他
に
も

―
二
条
三
項
、
ニ

―
条
一
項
、
二
ニ
条
―
―
項
と
あ
る
が
、
後
者
の
三
条
項
と
異

一
八
条
三
項
は
制
約
目
的
を
実
際
は
、
「他
の
者
の
基
本
的
な
権
利
及
び
自
由
」
と
限
定
し
、

制
約
目
的
と
し
て
許
容
さ
れ
る
範
囲

(641) 

つ
ま
り
、

一
八
条
―
―
―
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の
関
連
が
厳
格
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
由
権
規
約
委
員
会
が
こ
の
厳
格
さ
を
ど
の
程
度
求
め
て
い
る
の
か
を
明

れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

は
な
ら
な
い
。
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、

は
、
た
と
え
そ
れ
が
、
国
の
安
全
な
ど
自
由
権
規
約
が
保
護
す
る
他
の
権
利
へ
の
制
約
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

一
八
条
三
項
は
厳
格
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
見
で
あ
る
。
即
ち
、
制
約

一
八
条
三
項
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
制
約
事
由
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
制
約
は
、
定
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
の
み
適

用
さ
れ
、
制
約
の
根
拠
と
な
る
明
示
さ
れ
た
必
要
性
と
直
接
関
連
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
均
衡

(
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
t
e
)

し
な
け
れ
ば
な
ら

(35
)
 

な
い
。
制
約
は
、
差
別
的
な
目
的
又
は
差
別
的
な
方
法
で
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
自
由
権
規
約
委
員
会
は
一
八
条
三
項
を
「
厳
格
に
解
釈
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
上
記
の
条
文
解
釈
か
ら
首
肯
で

き
得
る
姿
勢
で
あ
る
。
問
題
は
ど
の
程
度
「
厳
格
」
な
も
の
と
す
る
の
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

「厳
格
に
解
釈
」
す
る
た
め
に
は
、

八
条
―
―
―
項
に
は
条
文
構
造
上
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
掲
げ
ら
れ
た
制
約
事
由
の
意
味
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
治

癒
す
る
た
め
に
、
国
際
法
律
化
委
員
会
な
ど
が
国
際
法
の
専
門
家
を
招
集
し
て
討
議
さ
せ
た
上
、
公
表
さ
せ
た
一
九
八
四
年
の
シ
ラ
ク
サ

(36
)
 

原
則
は
、
自
由
権
規
約
の
制
約
事
由
を
定
義
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
国
家
は
、
人
権
侵
害
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
、
制
約
を
課

す
際
に
は
通
常
も

っ
と
も
ら
し
い
理
由
付
け
を
す
る
た
め
、
そ
れ
は
自
由
権
規
約
が
列
挙
す
る
制
約
事
由
に
容
易
に
該
当
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
個
人
通
報
制
度
に
お
い
て
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
人
権
制
約
を
課
し
た
締
約
国
が
示
し
た
当
該
制
約
の
理
由
・
目

(37
)
 

的
が
、
自
由
権
規
約
の
当
該
制
約
条
項
が
定
め
る
制
約
事
由
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
、
条
文
解
釈
か

ら
求
め
ら
れ
る
「
厳
格
な
解
釈
」
に
基
づ
い
て
一
八
条
三
項
を
適
用
す
る
場
合
、

一
般
的
意
見
二
二
が
上
記
で
い
う
よ
う
に
、
「
制
約
は
、

定
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
の
み
適
用
さ
れ
、
制
約
の
根
拠
と
な
る
明
示
さ
れ
た
必
要
性
と
直
接
関
連
し
、

か
つ
、
こ
れ
と
均
衡
し
な
け

一
八
条
三
項
が
列
挙
す
る
制
約
事
由
に
該
当
す
る
制
約
理
由

・
目
的
と
制
約
手
段
と



191 国旗 国歌起立斉唱命令事件判決に対する国際人権法からの序説的検討 (643) 

自
由
権
規
約
委
員
会
の
本
案
審
査
で
の
結
論
は
次
の
と
お
り
で
、

一
八
条
三
項
違
反
が
争
わ
れ
、
良
心
的
兵
役
拒
否
者
に
課
さ
れ
る
兵
役
が
問
題
と
な
っ
た
個
人
通
報
の
事
例
、

(38
)
 

Y
e
o
-B
u
m
 Y
o
o
n
 a
n
d
 M
y
u
n
g-Jin C
h
o
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 v
.
 

R
e
p
u
b
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i
c
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e
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m
m
n
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c
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n
s
 N
o
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1
3
2
1
¥
2
0
0
4
 a
n
d
 13
2
2
¥
2
0
0
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)
 

~
玲
広
野叩ー
}
卜
6

大
韓
民
国
（
以
下
、
「
韓
国
」
）

の
国
民
で
あ
る
通
報
者
ら
は
、
兵
役
が
可
能
な
年
齢
に
達
し
た
後
、
韓
国
政
府
か
ら
兵
役
に
就
く
要
請

を
受
け
た
。
し
か
し
、
通
報
者
ら
は
宗
教
的
信
念
と
良
心
か
ら
拒
否
し
た
た
め
、
逮
捕
さ
れ
、
韓
国
国
内
法
に
基
づ
い
て
禁
固

一
年
半
の

有
罪
判
決
を
同
国
の
裁
判
所
か
ら
受
け
た
。
そ
こ
で
、
通
報
者
ら
は
、
韓
国
に
お
い
て
刑
事
訴
追
と
禁
固
刑
の
脅
し
が
あ
る
中
で
、
強
制

(39
)
 

的
な
兵
役
を
代
替
す
る
役
務
が
な
い
こ
と
は
、
自
由
権
規
約

一
八
条
に
基
づ
く
権
利
の
侵
害
で
あ
る
と
通
報
し
た
。
こ
の
主
張
に
対
す
る

一
八
条
違
反
を
認
定
し
た
。

「
委
員
会
は
、
翰
国
の
法
律
で
は
、
兵
役
に
対
す
る
良
心
的
な
拒
否
を
認
め
る
手
続
き
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。
韓
国
は
、

こ
う
し
た
制
約
は
公
共
の
安
全
の
た
め
、
即
ち
国
の
防
衛
能
力
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
り
、
社
会
の
団
結
を
保
っ
た
め
に
必
要
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
委
員
会
は
、
韓
国
の
国
の
安
全
保
障
と
い
う
特
殊
な
背
景
に
関
す
る
主
張
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
国
内
人
権
機

関
が
立
案
し
た
良
心
的
拒
否
に
対
す
る
国
民
的
な
活
勤
計
画
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
同
国
の
意
図
に
も
留
意
す
る
。
委
員
会
は
ま

た
、
・
：
兵
役
を
義
務
と
し
て
課
す
自
由
権
規
約
の
締
約
国
の
中
で
、
強
制
的
な
兵
役
の
代
替
の
役
務
を
導
入
し
て
い
る
国
の
数
が
増

え
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
輯
国
は
、
通
報
者
の
一
八
条
に
基
づ
く
権
利
が
完
全
に
尊
重
さ
れ
た
場
合
、
自
国
に
ど
う
い
っ
た
特

別
な
不
利
な
状
況
が
生
じ
る
の
か
を
立
証
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
社
会
の
団
結
と
衡
平
性
の
問
題
に
関
し
て
、
委
員
会
の
考
え

は
、
良
心
的
な
信
念
と
そ
の
表
明
に
対
す
る
韓
国
に
よ
る
尊
重
は
、
そ
れ
自
体
、
社
会
に
お
け
る
団
結
と
安
定
し
た
多
元
主
義
を
確

保
す
る
際
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
委
員
会
は
同
様
に
、
国
民
皆
兵
原
則
の
基
礎
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
強
制

。
、つ ら

か
に
す
る
た
め
に
、
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約
委
員
会
に
対
す
る
説
明
で
は

的
な
兵
役
に
従
事
す
る
者
と
代
替
の
役
務
に
従
事
す
る
者
と
の
間
に
あ
る
不
公
平
な
相
違
を
撤
廃
し
て
い
く
こ
と
で
、
同
等
な
社
会

的
利
益
を
示
し
、
か
つ
、
個
人
へ
の
要
請
を
同
等
の
も
の
と
す
る
強
制
的
な
兵
役
へ
の
代
替
を
立
案
す
る
こ
と
は
原
則
可
能
で
あ
り
、

こ
う
し
た
実
行
は
共
通
し
て
み
ら
れ
る
と
の
意
見
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
委
員
会
は
、
韓
国
が
本
件
に
お
い
て
問
題
と
な

っ
た
制
約

(40
)
 

が
自
由
権
規
約
一
八
条
三
項
の
意
味
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
こ
と
を
立
証
で
き
て
い
な
い
と
考
え
る
。
」

こ
の
審
査
手
法
は
ま
ず
、
韓
国
が
当
該
制
約

（兵
役
に
就
か
な
い
こ
と
を
認
め
る
手
続
き
を
良
心
的
兵
役
拒
否
者
に
用
意
し
て
い
な
い

こ
と
）
の
理
由

・
目
的
と
し
て
挙
げ
た
国
の
防
衛
能
力
の
維
持
で
社
会
の
団
結
が

一
八
条
三
項
の
公
共
の
安
全
に
該
当
す
る
こ
と
を
認
め

た
点
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
韓
国
は
委
員
会
に
対
し
て
、
国
の
防
衛
能
力
に
関
し
て
は
、
兵
役
へ
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い

て
そ
れ
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
社
会
的
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
国
民
皆
兵
制
度
の
崩
壊
に
つ
な
が
り
、
そ
の
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
良
心

的
兵
役
拒
否
者
は
数
が
少
な
い
が
処
罰
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、

輯
国
は
、
自
国
に
敵
対
的
な
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
直

面
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
国
民
皆
兵
制
を
採

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
故
兵
役
の
義
務
と
責
任
に
関
す
る
平
等
原
則
が
大
き
な
意
味
を

(42
)
 

韓
国
で
は
も
ち
、
兵
役
に
対
す
る
例
外
を
認
め
る
こ
と
は
社
会
の
統
一
性
を
損
な
う
と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
委
員
会
は
本
案
審
査
に
お
い
て
、
「
韓
国
は
通
報
者
の
一
八
条
に
基
づ
く
権
利
が
完
全
に
尊
重
さ
れ
た
場
合
、
自
国
に
ど
う
い

っ
た
特
別
な
不
利
な
状
況
が
生
じ
る
の
か
を
立
証
し
て
い
な
い
」
（
上
記
下
線
部
）
と
述
べ
て
、
当
該
制
約
が
な
か
っ
た
場
合
、
こ
う
し
た

制
約
理
由

・
目
的
が
保
護
さ
れ
な
い
の
か
が
韓
国
に
よ
っ
て
十
分
に
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
上
記
の
韓
国
の
自
由
権
規

一
八
条
三
項
に
基
づ
く
正
当
な
制
約
と
は
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
判
断
な
の
で
あ
る
。
立
証
で
き
て
い

な
い
と
さ
れ
た
点
は
、

①
社
会
の
団
結
に
つ
い
て
で
、
上
記
下
線
部
以
降
の
記
述
で
、
特
に
制
約
を
課
さ
な
い
方
が
よ
り
「
社
会
に
お
け
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る
団
結
と
安
定
し
た
多
元
主
義
」
に
寄
与
す
る
と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

②
国
の
防
衛
能
力
に
つ
い
て
も
立
証
さ
れ
て
い

な
い
と
さ
れ
て
お
り
、

①
と
同
様
に
、
「
強
制
的
な
兵
役
に
従
事
す
る
者
と
代
替
の
役
務
に
従
事
す
る
者
と
の
間
に
あ
る
不
公
平
な
相
違
を

撤
廃
」
す
る
こ
と
で
国
民
皆
兵
原
則
を
損
な
わ
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
。
ま
ず
①
に
関
し
て
、
制
約
理
由

・
目
的
と
し
て
韓
国
が
挙
げ
て
い
る
社
会
の

団
結
と
委
員
会
が
述
べ
て
い
る
社
会
の
団
結
と
は
そ
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
輯
国
の
い
う
社
会
の
団
結
と
は
、
委

員
会
へ
の
上
述
の
説
明
で
「
兵
役
の
義
務
と
責
任
に
関
す
る
平
等
原
則
が
大
き
な
意
味
を
韓
国
で
は
も

つ
」
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
兵

役
の
国
民
間
で
の
平
等
負
担
の
た
め
良
心
的
兵
役
拒
否
者
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
韓
国
国
内
で
多
数
を
占
め
る
考
え
に
立
っ
て
達
成

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
委
員
会
の
考
え
る
社
会
の
団
結
と
は
多
元
主
義
に
基
づ
く
社
会
の
団
結
で
あ
る
。
多
元
主
義
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考

え
や
思
想
を
も
つ
個
人
が
互
い
に
そ
う
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
と
認
め
あ
う
こ
と
で
、
確
固
と
し
た
民
主
社
会
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
か
ら
、
韓
国
の
主
張
す
る
社
会
の
団
結
の
内
容
と
は
正
反
対
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
委
員
会
は
韓
国
の
主
張

す
る
制
約
理
由
・
目
的
で
あ
る
社
会
の
団
結
が

一
八
条
三
項
の
制
約
事
由
「
公
共
の
安
全
」
に
該
当
し
な
い
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
自
由
権
規
約
は
前
文
で
、
人
権
の
享
有
主
体
で
あ
る
人
の
こ
と
を
「
自
由
な
人
間
」
と
表
現
し
、
自
由
な
人
間
が

「市
民

的
及
び
政
治
的
自
由
」
を
享
受
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
自
由
な
人
間
が
自
由
で
い
ら
れ
る
た
め
に
は
、
上
記
の
多
元
主
義
が

必
要
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
社
会
で
多
数
を
占
め
る

一
定
の
考
え
（
本
件
で
は
、
良
心
的
兵
役
拒
否
者
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
も

の
）
に
基
づ
き
、
そ
れ
以
外
の
考
え
方
を
認
め
な
い
状
態
で
作
ら
れ
る
社
会
の
団
結
と
そ
れ
の
保
護
は
自
由
権
規
約
上
、
容
れ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
が
韓
国
の
主
張
す
る
社
会
の
団
結
が
「
公
共
の
安
全
」
に
該
当
し
な
い
と
の
判
断

を
下
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
制
約
理
由

・
目
的
が
自
由
権
規
約
上
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
に
関
し
て
は
、
当
該
制
約
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
別
の
方
法
で
制
約
理
由

・
目
的
は
保
護
さ
れ
得
る
と
の
考
え
方
が
違
反
認
定
の
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で
達
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
別
の
方
法
と
は
、
も
ち
ろ
ん
兵
役
を
代
替
す
る
役
務
で
、
兵
役
と
の
不
公
平
な
相
違

が
生
じ
な
い
も
の
の
実
施
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
通
報
者
ら
の
思
想
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
に
対
す
る
制
約
と
し
て
は
、
現
行
の
も
の

よ
り
も
緩
や
か
な
も
の
で
あ
る
。

の
通
り
、

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、

L
R
A
の
基
準
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
L
R
A
の
基
準
と
は
局
知

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
で
発
展
し
た
表
現
の
自
由
に
関
す
る
審
査
基
準
で
あ
っ
て
、
制
約
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

(43
)
 

最
小
限
度
の
規
制
手
段
を
要
求
す
る
基
準
で
あ
り
、
で
き
る
限
り
表
現
の
自
由
の
保
障
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て

(44
)
 

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
制
約
理
由
・
目
的
と
制
約
手
段
と
の
関
連
の
厳
格
さ
を

L
R
A
の
基
準
を
用
い
る
こ
と

一
八
条
―――
項
の
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
は
、
内
心
の
外
的
表
現
と
い
う
点
で
表
現

の
自
由
と
性
質
を

一
に
す
る
の
で
、
こ
の
条
文
に
基
づ
く
審
査
に
お
い
て

L
R
A
の
基
準
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
不
合
理
性
は
な
い
し
、

む
し
ろ
正
当
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
自
由
権
規
約
の

一
八
条
三
項
に
基
づ
く
審
査
手
法
と
し
て
は
、

①
制
約
事
由
に
該
当
す
る
制
約
理
由
・
目
的
が
自
由
権
規

約
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
②
制
約
理
由
・
目
的
が
制
約
事
由
に
該
当
し
た
と
し
て
も
、
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
に
制

約
を
無
条
件
に
加
え
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
、
制
約
理
由
・
目
的
と
制
約
手
段
が
厳
格
に
均
衡
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

③
か
か
る
均

衡
を
は
か
る
手
法
と
し
て

L
R
A
の
基
準
が
用
い
ら
れ
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
審
査
手
法
は
、

E
u
,
m
i
n
J
u
n
g
 et 

(45
)

（

46
)
 

al. 
v. 
T
h
e
 R
e
p
u
b
l
i
c
 of K
o
r
e
a
 
(C
o
m
m
u
n
i
cation
s
 No
s
.
 

1
5
9
3
 to 1
6
0
3
¥
2
0
0
7
)

で
ふ
3

臨
翌
袈

X
L
れ
て
ね
}
り
‘
碑空止

L
が
｝
も
の
と
な

っ
て

(47) 

い
る
。

原
判
決
の
自
由
権
規
約
＿
八
条
三
項
解
釈
の
問
題
点
と
同
条
に
基
づ
く
人
権
保
障
の
程
度

原
判
決
は
、
本
件
で
の
制
約
事
由
を

「公
の
秩
序
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
該
当
す
る
制
約
理
由

・
目
的
は
、
式
典
の
円
滑
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な
い
も
の
で
あ
る
。

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り

な
進
行
と
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
尊
重
す
る
態
度
を
生
徒
に
涵
養
さ
せ
、
正
し
い
認
識
を
も
た
せ
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
「
公
の
秩
序
」
に
つ
い
て
、
委
員
会
は

一
八
条
三
項
に
基
づ

い
て
、
そ
の
意
味
内
容
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
な
い
が
、

C
o
'

(48
)
 

erie
l
 et
 al. 
v
.
 

T
h
e
 N
e
t
h
e
r
k
l
a
n
d
s
車
ヂ
糾

E
(C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
N
o
.
 

4
5
3
¥
1
9
9
1
)

で
、
芹
へ
々
口
朽
入
び
そ
の
亦
冬
更
に
関
す
る
規
制
が
公
の
秩
序
に

該
当
す
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
社
会
保
障
な
ど
の
制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
重
要
な
社
会
的
及
び
法
的
機
能
が
公
の
秩
序
に
該

(49
)
 

当
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
八
条
三
項
の
準
備
作
業
で
は
、
公
の
秩
序
は
、
公
の
治
安
が
維
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
回
避

(t
h
e

(50
)
 

a
b
s
e
n
c
e
 o
f
 p
u
b
h
c
 d
i
s
o
r
d
e
r
)
 ~

~思
味
ナ
フ
る
ふ3の
で
あ
る
と
の

主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

シ
ラ
ク
サ
原
則
で
は
そ
の

ニ
ニ
パ
ラ
グ
ラ
フ

(51
)
 

で
、
公
の
秩
序
を
「
社
会
が
機
能
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
規
範
の
集
積
ま
た
は
社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
一
連
の
基
本
原
則
」

一
八
条
三
項
の
公
の
秩
序
に
該
当
す
る
制
約
理
由
・
目
的
は
、
国
際
社
会
で
は
社
会
全
体
に
関
す
る
秩
序
を
維

持
す
る
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
:
せ
p
u
b
l
i
c
o
r
d
e
r
"
の
"publi
c
"
の
用
語
の
意
味
は
、
「
共
同
体
、
国
家
ま
た

(52
)
 

は
国
民
全
体
に
関
連
す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
れ
ら
に
帰
属
す
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
理
解
は
正
当
で
あ
る
。

さ
て
、
原
判
決
が
公
の
秩
序
に
該
当
す
る
と
考
え
る
「
式
典
の
円
滑
な
進
行
」
は
、
当
該
学
校
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
で
あ
る
か
ら
、

社
会
全
体
に
関
す
る
秩
序
に
該
当
す
る
と
み
な
す
の
は
無
理
が
あ
る
。
次
に
、
「
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
尊
重
す
る

態
度
を
生
徒
に
涵
養
さ
せ
る
こ
と
」
が
公
の
秩
序
に
該
当
す
る
か
検
討
し
よ
う
。
か
か
る
態
度
を
生
徒
に
涵
養
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
「
生
徒
が
将
来
、
国
際
社
会
に
お
い
て
尊
敬
さ
れ
、

信
頼
さ
れ
る
日
本
人
と
し
て
成
長
し
て
い
く
」
こ
と
を
目
的
と
し
、

生
徒
が
「
学

校
、
社
会
、
国
家
な
ど
集
団
へ
の
所
属
感
を
深
め
る
う
え
で
良
い
機
会
に
な
る
」
と
い
う
教
育
的
な
目
的
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、

社
会
全
体
に
関
す
る
秩
序
の
維
持
に
該
当
す
る
と
み
な
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
目
的
は
、

「定
め
ら
れ
た
も
の
を
尊
重
す

る
」
態
度
を
生
徒
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
権
規
約
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
自
由
な
人
間
像
を
前
提
と
し
た
多
元
主
義
と
は
相
容
れ
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あ
る
。

な
い
。
つ
ま
り
、

一
八
条
三
項
の
制
約
事
由
に
該
当
し
な
い
。
仮
に
公

次
に
、
仮
に
制
約
理
由

・
目
的
が
公
の
秩
序
に
該
当
す
る
と
し
て
、
本
件
職
務
命
令
と
い
う
制
約
手
段
が
こ
の
制
約
理
由
・
目
的
と
厳

格
に
均
衡
す
る
の
か
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
点
、
原
告
の
控
訴
理
由
書
に
は
、

「国
旗
に
向
か
っ
て
起
立
し
国
歌
を
斉
唱
す
る
こ
と
を
拒
否

(54
)
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
式
典
の
進
行
や
国
歌
斉
唱
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
本
件
職
務
命
令
と
い
う
制
約
手
段
が
な

か
っ
た
時
代
で
も
、

「式
典
の
円
滑
な
進
行
」
と
い
う
目
的
は
達
成
で
き
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
控
訴
理
由
書
が
提
起

す
る
「
国
旗

・
国
歌
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
本
当
に
教
職
員
全
員
が

一
人
の
例
外
も
な
く
起
立

・
斉

(55
)
 

唱
等
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
判
決
か
ら
は
「
入
学
式
・
卒
業
式
と
い
う
式
典
の
場
に
お
い
て
教
員

ら
が
：
•
国
旗
及
び
国
歌
と
し
て
定
めら
れ
た
も
の
を
尊
重
す
る
態
度
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
ら
に
も
同
様
の
態
度
が
涵
養
さ
れ
、
学

習
指
導
要
領
の
内
容
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
効
果
と
し
て
期
待
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
い
う
記
述
以
外
、
有
意
な
解
答
を
導
き
出
せ

一
部
の
教
員
が
式
典
の
場
に
お
い
て
起
立
斉
唱
を
拒
否
し
て
い
る
状
態
で
は
、
生
徒
の
国
旗

・
国
歌
を
尊
重
す
る
態
度

を
育
て
ら
れ
な
い
と
の
論
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
件
職
務
命
令
の
必
要
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
生
徒
の
国
旗

・
国

歌
を
尊
重
す
る
態
度
の
涵
養
を
行
う
場
が
、
原
告
ら
に
起
立
と
斉
唱
を
求
め
る
場
と
な
る
式
典
以
外
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
う
し
た
点
も
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
制
約
理
由
・
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
本
件
職
務
命
令

の
必
要
性
は
な
く
、
原
告
ら
の
宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
へ
の
制
約
を
必
要
最
小
限
度
に
す
る
代
替
手
段
が
考
え
ら
れ
る
余
地
が

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
本
件
職
務
命
令
が
有
す
る
制
約
理
由
・
目
的
は
、

の
秩
序
に
該
当
す
る
と
み
な
し
た
と
し
て
も
、
本
件
職
務
命
令
の
必
要
性
は
制
約
理
由

・
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
し
、

本
件
職
務
命
令
に
代
替
す
る
手
段
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
点
で
も

一
八
条
三
項
違
反
と
の
判
断
は
免
れ
な
い
。
こ
れ
は
、

自
由
権
規
約
一
八
条
三
項
の
要
求
す
る
人
権
保
障
の
程
度
が
高
い
こ
と
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。
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本
件
の
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
既
述
の
通
り
、
原
判
決
を
ほ
ぼ
追
認
す
る
形
で
、
控
訴
を
す
べ
て
棄
却
し
た
。
自
由
権

規
約
一
八
条
に
関
し
て
は
、
自
由
権
規
約
委
員
会
の

一
般
的
意
見
ニ
ニ
を
引
用
す
る
な
ど
、
原
判
決
と
比
べ
れ
ば
、

（
「
不
可
分
的
行
為
」
の
理
論
を
踏
ま
え
た
考
え
方
と
間
接
的
制
約
の
概
念
）

一
見
条
約
解
釈
を
独

一
連
の
国
旗
・
国
歌
起
立
斉
唱
命
令
事
件
で
最
高
裁
が
示
し
て
き
た
判
断
枠
組
み

で
自
由
権
規
約

一
八
条
を
解
釈
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ

こ
に
、
国
際
人
権
条
約
で
あ
る
自
由
権
規
約
が
い
か
に
国
際
社
会
で
普
遍
的
に
運
用
・
解
釈
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
が
日
本
に
適
用
さ

れ
る
際
は
、

日
本
社
会
の
方
法
で
運
用
・
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
東
京
高
等
裁
判
所
の
強
い
意
思
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

け
る
こ
と
は
、

(
-
）
で
引
用
し
た
原
判
決
の
下
線
部
を
自
身
の
判
決
で
も
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
条
約
の
国
内
法
的
効
力
は
憲
法
に
劣
後
」
す
る
点
の
み
を
前
提
と
し
た
自
由
権
規
約
の
解
釈
を
行

っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

日
本
の
裁

判
所
が
培

っ
て
き
た
憲
法
解
釈
を
国
際
人
権
条
約
に
適
用
し
、
そ
の
人
権
の
保
障
水
準
を
憲
法
解
釈
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
水
準
に
引
き
付

日
本
が
「
憲
法
の
定
め
る
人
権
保
障
よ
り
も
高
度
な
人
権
保
障
を
定
め
た
条
約
」
を
批
准
し
て
も
、
裁
判
所
に
よ

っ
て
そ

の
人
権
条
約
が
求
め
る
「
高
度
な
人
権
保
障
」
が
維
持
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
を
招
く
。
結
局
、
東
京
高
裁
は
、
本
稿
の

二

（
＿
）
の
引

用
の
下
線
部
を
、
国
際
人
権
条
約
と
日
本
国
憲
法
と
の
関
係
を
検
討
す
る
際
の
前
提
と
し
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
前
提
と
し
て
お
ら
ず、

な
お
、
最
後
に
、
こ
の
控
訴
審
判
決
と
原
判
決
が
、
本
稿
が
扱

っ
た
別
の
争
点
、
す
な
わ
ち
、
職
務
命
令
な
ど
が
教
育
の
自
習
性
尊
重

や
教
育
内
容
に
対
す
る
過
度
の
国
家
的
介
入

・
統
制
の
禁
止
の
法
理
に
反
す
る
か
ど
う
か
の
争
点
に
関
す
る
判
断
の

一
部
を
紹
介
し
て
お

東
京
高
等
裁
判
所
は
、
本
稿
の

き
る
。

自
に
行
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、

実
際
は

四

結

び
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王```ー
で
き
る
。

き
た
い
。
そ
こ
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の
国
旗
や
国
歌
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
考
え
方
が
、
国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法
律
が
立
法

一
方
的
な
観
念
を
子
供
に
植
え
付
け
る
よ
う
な
内
容
の
教
育
の
強
制
な
ど
と
は
評
価
で
き
な
い
と
論
じ
た
の
ち
に
、

「
（
な
お
、
学
習
指
導
要
領
が
前
提
と
し
て
い
る
国
旗
及
び
国
家
・
：
は
、
日
本
国
民
が
過
去
の
戦
争
を
反
省
し
、
『
政
府
の
行
為
に
よ
っ

て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
お
こ
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
』
、
か
つ
、

『恒
久
の
平
和
を
念
頻
』（
憲
法
前
文
）
し
て
制

(56
)
 

定
し
た
憲
法
が
定
め
る
国
家
体
制
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
の
国
旗
及
び
国
歌
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
）」

控
訴
審
判
決
と
原
判
決
は
、
国
旗
・
国
歌
の
性
質
を
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
国
旗
•
国
歌
に
反
対
す
る
意

見
を
日
本
国
憲
法
に
反
す
る
も
の
と
み
な
せ
る
よ
う
に
し
て
、
か
か
る
意
見
を
社
会
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
姿
勢
を
見
せ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
国
旗
・
国
歌
に
関
す
る
一
定
の
価
値
を
形
作
り
、
そ
れ
を
正
当
と
す
る
論
調
を
司
法
機
関
が
率
先
し
て

行
う
こ
と
に
は
、
そ
の
法
原
理
機
関
と
し
て
の
性
質
か
ら
大
き
な
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
国
際
人
権
法
は
、
本
稿
の

三

(=-
）
2
.

で
示
し
た
通
り
、
自
由
な
人
間
像
を
前
提
と
し
た
多
元
主
義
の
実
現
に
大
き
な
価
値
を
置
く
。
そ
の
た
め
に
は
、
多
様
な
意
見
や
価
値
観

の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
出
発
点
と
な
る
が
、
こ
う
し
た
観
点
は
、
本
件
の
控
訴
審
判
決
と
原
判
決
に
は
な
か
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が

(1
)
「損
害
賠
償
事
件

（平
成
28
年

（ネ
）
第
2
6
5
7

号
）
意
見
書
」
（甲
55
号
証
）
、
二
0
一
六
（
平
成
二
八
）
年
九
月
五
日
。
本
意
見
書
は
、
東
京
「
再
雇
用

括
弧
書
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
れ
て
い
る
以
上
、
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―
1
0
一
四
年
一
月

二
九
日
＼
二
0
一
八
年
七
月
一
九
日
の
闘
い
』
未
公
刊
、

拒
否
」
第
三
次
訴
訟
原
告
団

「東
京
「
再
雇
用
拒
否
」
第
三
次
訴
訟
の
記
録

二
0
一
九
年
、
一
―
―
―
九
ー
一
五
六
頁
に
再
掲
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)原
判
決
、
一
七
—
一
八
頁
。

(
3
)
東
京
地
判
二

0
一
六
（
平
成
二
八
）
年
四
月
一
八
日
、
公
刊
物
未
搭
載
。
原
告
側
は
、
子
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
条
約
―

二
条
か
ら

一
四
条
と
経
済
的
、

社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
一
三
条
を
、
原
告
が
主
張
す
る
職
務
命
令
が
教
育
の
自
主
性
尊
重
や
教
育
内
容
に
対
す
る
過
度
の
国
家
的

介
入
の
禁
止
の
根
拠
と
な
る
も
の
と
し
て
援
用
し
て
い
る
。
こ
の
主
題
は
、
意
見
書
が
扱
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
本
件
で
こ
れ
ら
の
条
約
解
釈
が
主
た
る
争

点
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
条
約
に
関
す
る
論
点
を
扱
わ
な
い
。

(
4
)
戸
田
五
郎
「
校
長
の
職
務
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
懲
戒
処
分
の
一
部
が
違
法
と
さ
れ
た
事
例
」
『
新

・
判
例
解
説

W
a
t
c
h

(
法
学
セ

ミ
ナ
ー
増
刊
）
』
―
一

号
、
日
本
評
論
社
、

二
0
―
二
年
‘
-―
―
―
九
ー
三
ニ
ニ
頁
。

水
口
洋
介
「
国
旗
・
国
歌
起
立
斉
唱
命
令
事
件
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
」

『
国
際
人
権
』
三
二
号
、
信
山
社
、
二
0
1
―
一年
、
九
五
—
九
八
頁
。
西
原
博
史
「
君
が
代
訴
訟
再
訪
．
比
較
人
権
法
•
国
際
人
権
法
の
視
点
を
加
え
て
」
『
国

際
人
権
」
二
四
号
、
信
山
社
、

二
0
一
三
年
、
三ー
九
頁
。

(
5
)
東
京
高
判
二

0
一
七
（
平
成
二
九
）
年
四
月
二
六
日
、

D
l
,
L
a
w
.
c
o
m
判
例
体
系
判
例

ID
:
 
2
8
2
6
1
4
8
3
0
 

(
6
)
最
一

小
決
二

0
一
八
（
平
成
一―10
)
年
七
月

一
九
日
、
公
刊
物
未
搭
載
。

(
7
)
最
一

小
判
二
0
一
八
（
平
成
三

0
)
年
七
月

一
九
日
、

『裁
判
所
時
報
』
一
七

0
四
号
四
頁
、
L
E
X
¥
D
B
文
献
番
号
2
5
4
4
9
5
8
7
0

(
8
)
原
判
決
、
二
八
頁
。

(
9
)
原
判
決
、

二
九ー＿ニ
ニ
頁
。

(10)
原
判
決
、
三
二
頁
。

(11
)
同
上
。

(12
)
G
e
n
e
r
a
l
 C
o
m
m
e
n
t
 N
o
.
 

2
2
:
 
A
r
t
icl
e
 1
8
 
(F
r
e
e
d
o
m
 of t
h
o
u
g
h
t, 
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
 o
r
 religion
)
,
 U.
 

N
•D
ocument, 

C
C
P
R¥
c
¥
2
]＼
R
e
0
.
]＼
A
d
d
.
4
,
 

1
9
9
3
,
 
para. 1. 

(1
3)
芹
田
健
太
郎
編
訳
『

国
際
人
権
規
約
草
案
註
解

』
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
八
一
年
、
一

0
四
—
1
0
五
頁
。

(14
)
村
上
愛
三
「
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

B
規
約
第

一
八
条
思
想

・
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
5
月
号
臨
時
増
刊
号
」
日
本
評
論
社
、
一
九
七
九

年、

一
九
五
頁
。

(
15
)
G
e
n
e
r
a
l
 C
o
m
m
e
n
t
 N
o
.
 

2
2
,
 o

p
.
 cit., 
p
a
r
a
.
 

3
 

(16
)
原
判
決
、
二
九
ー――

1
0
頁
。
原
判
決
は
、
憲
法
20
条
に
基
づ
く
判
断
は
憲
法
19
条
に
基
づ
く
も
の
と
同
旨
と
考
え
て
い
る
。
原
判
決
‘

-―
―
―
頁
。
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(
17
)
G
e
n
e
r
a
l
 C
o
m
m
e
n
t
 N
o
.
 

2
2
,
 op
.
 czt., 
p
a
r
a
.
 5
 

(18
)
原
判
決
、

二
九
頁。

(19
)
蟻
川
恒
正

「
『
君
が
代
j

起
立

・
斉
唱
の
職
務
命
令
と
思
想
・
良
心
の
自
由
」

「憲
法
判
例
百
選

I
（
第
六
版
）
」
有
斐
閣
、

二
0
一
三
年
、
八
五
ー
八
七
頁
。

(20
)
U•N•Document, 

A
¥
4
6
2
5,
 19

6
0
,
 pa
r
a
.
 52
.
 

(
2
1
)
B
l
a
c
k
'
s
 L
a
w
 D
i
c
t
i
o
n
a心
y
,
8
t
h
 e
d
., 
B
r
y
a
n
 A. G
a
r
n
e
r
 (e
d
.)
,
 20

0
4
,
 p.
 

7
6
7
.
 

(22)
U. N
.
 Do

c
u
m
e
n
t
,
 C
C
P
R¥
c
¥
82
¥
D¥
9
3
1＼
2
0
0
0,
 2005, 

(23)
I
b
i
d., 
p
a
r
a
.
 6.2
.
 

(24)

Ibid
., 
p
a
r
a
.
 3.
 

(25)

I
b
i
d., 
4.3
.
 

(26)
Ibid
., 
2
.4
.
 

(27
)
本
件
に
お
い
て
、
大
学
当
局
や
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
「
強
制
と
同
一
の
意
図
」
が
あ
る
と
立
証
す
る
の
は
、
通
報
者
が
委
員
会
に
提
出
し
た
事
実
に
関
す

る
証
拠
か
ら
は
困
難
だ
と
思
わ
れ
る
。

(28)
同
上
、

三
0
頁
。

(29
)
原
判
決
、

三
O
I
三
一

頁
。

(3
0
)原
判
決
、
二
六
—
二
七
頁
。
③
に
つ
い
て
は

、

原
判
決
が
、
学
習
指
導
要
領
で
、
入
学
式

卒
業
式
で
国
旗
を
掲
揚
し
国
歌
を
斉
唱
す
る
よ
う
指
導
す
る
趣

旨
と
し
て
被
告
が
挙
げ
て
い
る
内
容
を
認
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
こ
こ
で
は
ま
と
め
て
い
る
。

(31
)
原
判
決
‘
-
＝
二
頁
。

(32)

K
A
R
L
 J
O
S
E
F
 P
A
R
T
S
C
H
.
 F
r
e
e
d
o
m
 of C
o
n
s
c
i
e
n
c
e
 a
n
d
 E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
 an

d
 P
o
l
itic
a
l
 Fr
e
e
d
o
m
s
,
 Th

e
 I
n
te
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 Bill o
f
 R
i
g
h
ts,
 Lo

u
i
s
 

H
e
n
k
i
n
 e
d
., 
C
o
l
u
m
b
i
a
 U
ni
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
,
 1981, p
p
.
 

212

—2
13
. 

(33)
芹
田
前
掲
絹
訳
書
‘
1
0
六

-
I
O
七
頁
。

(
34
)
M
a
n
f
r
e
d
 N
o
w
a
k
,
 U. N
.
 Co
v
e
n
a
n
t
 o
n
 C
iv
il 
a
n
d
 Political R
ig
h
ts
 C
C
P
R
 C
o
m
m
e
n
t
a
ry
,
 2n

d
 e
dition, N
.
 P. E

n
g
e
l
 Pu
b
l
i
s
h
e
r
.
 20

0
5
,
 p.
 

4
2
8
.
 

(
35
)
G
e
n
e
r
a
l
 C
o
m
m
e
n
t
 N
o
.
 

22
,0p.ci['•para

. 
8
.
 

(
36
)
T
h
e
 Si
r
a
c
u
s
a
 P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 o
n
 th
e
 Li
m
itat
ion a
n
d
 D
e
r
o
g
a
t
i
o
n
 P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 in t
h
e
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 C
o
v
e
n
a
n
t
 o
n
 C
i
v
il 
a
n
d
 P
o
li
tic
a
l
 Ri
ghts. 

H
2
i
m
d
11
R
芯
hts
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
,
 Vol. 7
,
 19

8
5
,
 pp
.
 

3
—

14
. 

(37
)
拙
稿

「
自
由
権
規
約
の
制
限
条
項
に
対
す
る

一
考
察
（
ニ

・
完
）
」
「国
際
公
共
政
策
研
究
j

第
八
巻
第
一
号
、
二
0
0
三
年
、

一
六
一
頁
。
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(38
)
U. N
.
 

D
o
c
u
m
e
nt. 
C
C
P
R¥
c
¥
8
8¥
D
¥
]
3
2
1
-
1
3
2
2¥
2
0
0
4
,
 20

0
7
 

(
39
)
Ibid・
『

p
a
r
a
s
.
1ー

3・

(
40
)
I
b
i
d
:
p
a
r
a
.
 8.4
.
 

(
41
)
I
b
i
d
., 
p
a
r
a
.
 

4
.3
 &
 6.3
.
 

(
42
)
]bid・
,
 pa

r
a
.
 4.3
.
 

(43
)
芦
部
信
喜
『
憲
法
（
第
五
版
）
j

岩
波
書
店
、
二
0
―一

年
、
―

1
0
二
頁
。

(44
)
芦
部
信
喜
『
憲
法
判
例
を
読
む
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
七
年
、

一
〇
七
頁
。

(45
)
U
.
 N
.
 

D
o
c
u
m
e
n
t
.
 C
C
P
R¥
c
¥
9
8¥
D
¥
]
5
9
3
 to 
1
6
0
3¥
2
0
0
7
こ2
0
1
0
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(
46
)
[
b
i
d
., 
p
a
r
a
s
., 
7.1ー

7.4
.

(47)
こ
こ
で
紹
介
し
た
良
心
的
兵
役
拒
否
の
事
例
と
本
件
と
は
慎
重
な
比
較
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
戸
田
、
前
掲
論
文
、

――
――
二
占
三

二
頁
。

(
4
8
)
U
.
 N.
 

D
o
c
u
m
e
n
t
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A
¥
5
0¥
4
0
,
 Vo

l
.
 
II
,
 19

9
9
,
 pp
.
 21

|
31. 

祠）
I
b
i
d.,
p
a
r
a
.
 6.1
.
 

(50
)
芹
田
前
掲
編
訳
書
、

一
〇
七
頁
。

(
51
)
H
~
t
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 Q
苔
r[erly
,
Vol. 7
,
 19

8
5
,
 
p
.
 

5

も
っ
と
も
、
こ
の
定
義
は
、

''p
u
b
l
i
c
o
r
d
e
r
 (o
r
d
r
e
 pu
b
l
i
c
)
"
の
定
義
で
あ
り
、

"p
u
blic
o
r
d
e
r
"
の
定

義
で
は
な
い
。

(52
)
B
苔
忌
s
L
a
w
 Di
c
t
i
o
i
蕊べ
y
,
8
t
h
e
d
., 
B
r
y
a
n
 A
 Ga
r
n
e
r
 (e
d
.)
,
 20

0
4
,
 p.
 12

6
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(53
)
原
判
決
、
二
五
頁
。

(54
)
控
訴
理
由
書
、
第
4

2

(6
)
ア
（
キ
）。

(55
)
同
上
。

(56)
原
判
決
、

二
六
頁
。


